
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
及
び
父
が
、
看
護
師

や
介
護
福
祉
士
な
ど
の
資
格
取
得
の
た
め
に

２
年
以
上
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
、

修
学
期
間
中
の
生
活
の
不
安
を
解
消
し
、
安

定
し
た
修
学
環
境
を
提
供
す
る
た
め
に
、「
高

等
技
能
訓
練
促
進
費
」
を
、
ま
た
、
卒
業
後

に
「
入
学
支
援
修
了
一
時
金
」
を
予
算
の
範

囲
内
で
支
給
し
ま
す
。

平
成
25
年
４
月
入
学
生
か
ら
父
子
家
庭
の

父
も
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

う
る
ま
市
在
住
の
20
歳
未
満
の
児
童
を
養

育
す
る
母
子
及
び
父
子
家
庭
の
母
ま
た
は
父

で
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
か
、
又
は

同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
方

・
養
成
機
関
に
お
い
て
２
年
以
上
の
教
育
課

程
を
修
業
し
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見
込

ま
れ
る
方

・
就
業
（
又
は
育
児
）
と
修
学
の
両
立
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
方

・
過
去
に
本
事
業
に
よ
る
給
付
を
受
け
た
こ

と
が
な
い
方

【
対
象
資
格
】

看
護
師
（
准
看
護
師
）・
介
護
福
祉
士
・
保

育
士
・
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
そ
の

他
市
長
が
認
め
る
資
格

【
支
給
期
間
】

修
学
期
間
の
全
期
間（
上
限
２
年
）と
す
る
。

《
修
学
期
間
が
３
年
の
場
合
は
、
母
子
寡
婦

福
祉
貸
付
金
の
貸
付
制
度
も
あ
り
ま
す
》

【
申
請
期
間
】

平
成
26
年
４
月
１
日（
火
）〜

　
　
　
　

４
月
15
日（
火
）

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
母
子
家

庭
に
対
し
て
、民
間
ア
パ
ー
ト
等
を
借
上
げ
、

地
域
の
中
で
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う

に
、「
う
る
ま
市
母
子
家
庭
生
活
支
援
モ
デ
ル

事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
支
援
者
】

子
ど
も
の
生
活
環
境
を
中
心
に
支
援
を
必

要
と
し
て
い
る
母
子
家
庭
で
、
以
下
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
方

①
市
内
に
住
所
（
原
則
３
ヶ
月
以
上
）
が
あ

り
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
。

②
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
。

③
支
援
期
間
内
（
原
則
１
年
）
に
自
立
に
向

け
た
具
体
的
な
目
標
及
び
意
欲
の
あ
る
方
。

〈
優
先
さ
れ
る
方
〉

児
童
が
３
人
以
上
い
る
方
、
ま
た
は
１
才

未
満
の
乳
児
が
い
る
方
。

※
生
活
保
護
法
の
住
宅
扶
助
を
受
け
て
い
る

方
や
公
営
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
方
は
支

援
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

【
支
援
内
容
】　

住
宅
支
援
（
※
①
）、
生
活
、
子
育
て
、
就

労
な
ど
、
総
合
支
援
を
行
い
ま
す
。

【
支
援
期
間
】

原
則
１
年
で
す
が
、
必
要
と
認
め
た
場
合

は
延
長
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

【
対
象
世
帯
数
】

概
ね
10
世
帯
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
支
援

対
象
母
子
家
庭
が
10
世
帯
を
超
え
た
場
合
は

支
援
が
出
来
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※
①
「
住
宅
支
援
」
と
は
、拠
点
事
務
所
「
マ

ザ
ー
ズ
ス
ク
ウ
エ
ア 

う
る
は
し 

」
の
あ

る
、
う
る
ま
市
み
ど
り
町
近
隣
地
域
に
借

り
上
げ
た
ア
パ
ー
ト
の
居
室
を
提
供
し
ま

す
。
そ
の
際
の
敷
金
・
礼
金
や
月
々
の
家

賃
の
費
用
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
毎
月

の
生
活
費
（
食
費
、
光
熱
水
費
、
駐
車
場

代
な
ど
）
や
退
所
時
の
原
状
回
復
に
要
す

る
費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

◆
お
問
合
せ
先
◆　

「
マ
ザ
ー
ズ
ス
ク
ウ
エ
ア 

う
る
は
し 

」

電
話
：
０
９
８
―
９
７
２
―
７
９
０
０

住
所
：
う
る
ま
市
み
ど
り
町
６
―
２
―
８

相
談
日
時

月
曜
日
〜
金
曜
日　

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
７
時

土
曜
日　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時　

（
年
末
年
始
、
日
曜
、
祝
祭
日
を
除
く
）

平
成
26
年
度
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
事
業　

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

支給額表

支給額表 訓練促進費 一時金

市民税
非課税世帯 100,000円/月 50,000円

市民税
課税世帯 70,500円/月 25,000円

平成26年3月31日までに修学を開始している方
も該当いたしますので、詳細は左記までお問い合
わせください。

【
事
前
相
談
】

訓
練
促
進
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。
現
在
修

学
中
の
方
、
ま
た
は
修
学
を
予
定
し
て
い
る
方

は
、
申
請
前
に
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

児
童
家
庭
課　

母
子
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
７
３
―
４
９
８
３
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